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街区境界調査の概要

１．街区境界調査とは？

• 都市部では、土地が細分化されており権利関係も複雑であるなどの事情により、地籍調査の実施において境界の確認
等に多くの手間を要することも多く、その進捗が遅れているところです。
一方、都市部では、道路や水路等に囲まれた街区単位に再開発やまちづくりが進められていることが多く、また、

災害時には道路等のライフラインの早期復旧が特に重要となることから、道路等の公有地と私有地との境界（いわゆ
る官民境界）だけでも明らかになっていれば、災害からの迅速な復旧・復興、まちづくり等に役立つことが見込まれ
ます。
このような背景から、令和２年に国土調査法及び関係法令が改正され、地籍調査の一部として行う官民境界の先行

的な調査（街区境界調査）が位置付けられました。

情報提供:国土交通省「地籍調査Webサイト」
3



街区境界調査（イメージ）

１ー１．通常の地籍調査（一筆地調査）

情報提供:国土交通省「地籍調査Webサイト」
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通常通り、地籍調査を順番に実施した場合。

・地域を複数に分割し、必要性の高い地区から地籍調査
を通常通りに実施。

・地籍調査を実施することにより、官民境界と民有地間
の境界を同時に調査・測量し、地籍図・地籍簿を作成。
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街区境界調査（イメージ）

１ー２．官民境界を先行的に調査・測量（街区境界調査）

情報提供:国土交通省「地籍調査Webサイト」

１．地籍調査の一つの手法として、地域全体の官民境界を先行し
て調査・測量（左図の赤線□）

【土地所有者の立会を実施。境界も測量できる基準点を整備】

２．成果について、国土調査法上の認証を行った上で公表。

【法令上の位置づけを明確化】※街区を形成する道路等の管理
者とも更に連携

３．民間が公表された街区境界調査の成果と整合した地積測量
図を作成。

☆４．地積測量図がある程度揃った時点で、民民境界を含めた効率的な地籍調査を実施。
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調査内容及び調査方法

２．通常の調査（一筆地調査）との比較

• 通常の地籍調査では、対象区域の全ての土地について、その所有者、地番及び地目の調査を行うとともに、境界及び
地積（面積）に関する測量を実施。
一方、街区境界調査では、街区を構成する土地のうち、道路や水路等と接する土地について、その所有者及び地番

の調査を行う。また、その土地と道路や水路等とが接する部分の境界に関する測量を行う。
このように、通常の地籍調査と街区境界調査では、調査及び測量の対象範囲が異なる。
ただし、街区境界調査においても、土地の境界（筆界）の位置を明らかにする際には、土地の所有者等の協力を得

ながら調査を行う。また、これ以外の調査の進め方についても、通常の地籍調査と基本的には同じである。

情報提供:国土交通省「地籍調査Webサイト」
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調査内容及び調査方法

情報提供:国土交通省「地籍調査Webサイト」

法第１７条

法第１８条

法第１９条 第１項～第３項

法第２０条

法第２１条

法第２１条の２ 第７項、第８項
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国土調査法（第１７条）

（地図及び簿冊の閲覧）

第十七条 国土調査を行つた者は、第二条第二項若しくは第五項に規定する調査及び測量又は同条第三項若しくは第四項
に規定する調査の結果に基づいて地図及び簿冊を作成した場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当該国土調査を
行つた者の事務所（地籍調査にあつては、当該地籍調査が行われた市町村の事務所）において、その公告の日から二十日
間当該地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。

２ 前項の規定により一般の閲覧に供された地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤り又は政令で定める限度以上の誤差
があると認める者は、同項の期間内に、当該国土調査を行つた者に対して、その旨を申し出ることができる。

３ 前項の規定による申出があつた場合においては、当該国土調査を行つた者は、その申出に係る事実があると認めたと
きは、遅滞なく、当該地図及び簿冊を修正しなければならない。
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国土調査法（第１８条）

（地図及び簿冊の送付）

第十八条 前条第一項の規定により閲覧に供された地図及び簿冊について同項の閲覧期間内に同条第二項の規定による申
出がない場合、同項の規定による申出があつた場合においてその申出に係る事実がないと認めた場合又は同条第三項の規
定により修正を行つた場合においては、当該地図及び簿冊に係る国土調査を行つた者は、それぞれ、国の機関及び第五条
第四項の規定による指定を受け又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて国土調査を行う都道府
県にあつては国土交通大臣に、第八条第一項の勧告に基づいて国土調査を行う者にあつては事業所管大臣に、その他の者
にあつては都道府県知事に、遅滞なく、その地図及び簿冊を送付しなければならない。
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国土調査法（第１９条 １～３項）

（国土調査の成果の認証）

第十九条 国土調査を行つた者は、前条の規定により送付した地図及び簿冊（以下「国土調査の成果」という。）につい
て、それぞれ、国の機関及び第五条第四項の規定による指定を受け又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計
画に基づいて国土調査を行う都道府県にあつては国土交通大臣に、第八条第一項の勧告に基づいて国土調査を行う者にあ
つては事業所管大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に、政令で定める手続により、その認証を請求することがで
きる。

２ 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けた場合においては、当該請求に係る
国土調査の成果の審査の結果に基づいて、その国土調査の成果に測量若しくは調査上の誤り又は政令で定める限度以上の
誤差がある場合を除くほか、その国土調査の成果を認証しなければならない。

３ 事業所管大臣又は都道府県知事は、前項の規定により国土調査の成果を認証する場合においては、政令で定める手続
により、あらかじめ、それぞれ国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認を得なければならない。
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国土調査法（第２０条）

（国土調査の成果の写しの送付等）

第二十条 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、前条第二項の規定により国土調査の成果を認証した場合又
は同条第五項の規定により指定をした場合においては、地籍調査にあつては当該調査に係る土地の登記の事務をつかさど
る登記所に、その他の国土調査にあつては政令で定める台帳を備える者に、それぞれ当該国土調査の成果の写しを送付し
なければならない。

２ 登記所又は前項の台帳を備える者は、政令で定めるところにより、同項の規定により送付された国土調査の成果の写
しに基づいて、土地の表示に関する登記及び所有権の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記
若しくは更正の登記をし、又は同項の台帳の記載を改めなければならない。

３ 前項の場合において、地籍調査が第三十二条の規定により行われたときは、登記所は、その国土調査の成果の写しに
基づいて分筆又は合筆の登記をしなければならない。

※第三十二条 （分筆又は合併があったものとして行う地籍調査）
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国土調査法（第２１条）

（国土調査の成果の保管）

第二十一条 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、第十九条第二項の規定により国土調査の成果を認証した
場合においては、その国土調査の成果の写しを、それぞれ当該都道府県知事又は市町村長に、送付しなければならない。

２ 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定により送付された国土調査の成果の写しを保管し、一般の閲覧に供しなけ
ればならない。
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国土調査法（第２１条の２ ①）

（街区境界調査成果に係る特例）

第二十一条の二 第五条第四項若しくは第六条第三項の規定による指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた
事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体又は土地改良区等は、当該地籍調査を効率的に行うため必要があると認めると
きは、一の街区（住居表示に関する法律（昭和三十七年法律第百十九号）第二条第一号に規定する街区をいう。以下この項にお
いて同じ。）内にその全部又は一部が所在する一筆又は二筆以上の土地（当該街区外にその全部が所在する土地（以下この項に
おいて「街区外土地」という。）に隣接する土地に限る。）について、その所有者及び地番の調査並びに当該一筆又は二筆以上
の土地と街区外土地との境界に関する測量のみを先行して行い、その結果に基づいて地図及び簿冊を作成することができる。

２ 前項の地図及び簿冊の様式は、政令で定める。

３ 地方公共団体又は土地改良区等は、第一項の規定に基づき地図及び簿冊を作成したときは、遅滞なく、その旨を公告し、同
項の調査及び測量が行われた市町村の事務所において、その公告の日から二十日間当該地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなけれ
ばならない。

４ 第十七条第二項及び第三項並びに第十八条の規定は、前項の規定により閲覧に供された地図及び簿冊について準用する。

５ 地方公共団体又は土地改良区等は、前項において準用する第十八条の規定により送付した地図及び簿冊（以下「街区境界調
査成果」という。）について、都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に、政令で定める手続
により、その認証を請求することができる。
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国土調査法（第２１条の２ ②）

６ 第十九条第二項から第四項までの規定は、前項の認証の請求があつた場合について準用する。この場合において、こ
れらの規定中「国土調査の成果」とあるのは、「街区境界調査成果」と読み替えるものとする。

７ 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項において準用する第十九条第二項の規定により街区境界調査成果を認証した
場合においては、当該街区境界調査成果に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所に、当該街区境界調査成果の写しを
送付しなければならない。

８ 登記所は、政令で定めるところにより、前項の規定により送付された街区境界調査成果の写しに基づいて、表題部所
有者（不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。）又は所有権の登記
名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記をしなければならない。

９ 前条の規定は、第六項において準用する第十九条第二項の規定により街区境界調査成果が認証された場合について準
用する。この場合において、前条中「国土調査の成果」とあるのは、「街区境界調査成果」と読み替えるものとする。

１０ 都道府県知事又は市町村長は、前項において準用する前条第一項の規定により街区境界調査成果の写しの送付を受
けた場合には、地籍調査以外の測量及び調査において街区境界調査成果に係る情報の活用が図られるよう、当該情報をイ
ンターネットの利用その他の適切な方法により公表することその他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
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調査結果の活用

３．調査の成果の利活用

・街区境界調査によって得られた成果は、通常の地籍調査の成果と同様、都道府県知事等による認証を申請することがで
きます。
街区境界調査成果が認証された場合、その成果の写しは当該成果に係る土地を管轄している登記所に送付され、登記官

は、これに基づいて、表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は更正の登記
を行います。
また、その成果の写しは市町村⾧等にも送付され、市町村等において一般の閲覧に供されます。
なお、街区境界調査成果に係る情報については、民間事業者が実施する測量など地籍調査以外の測量及び調査において、

その活用が図られるよう、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する等の措置を講ずるように努めるもの
とされています。

情報提供:京都府舞鶴市「街区境界成果の公表について」
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街区境界調査の具体例
Specific example of block boundary survey
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街区境界調査について

１．街区（がいく）とは？

• 街区:市街地を構成する単位で、街路などによって区画され共通の空間特性を帯びる一団の区域をいう。都市計画、景
観計画、市街地再開発計画などにおいて空間の特性等を把握する上での基本単位とされることが多い。

不動産評価や不動産開発においても、個別の土地や建物だけでなく、周辺の空間特性、社会的環境などを十分に把
握・評価することが重要であるが、街区はその際の基本的な単位となる。

なお、住居表示において街区方式を採用する場合には、街区は「市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区
域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画した場合におけるその区画
された地域」（住居表示に関する法律）と定義され、たとえば◯◯町A丁目B番C号とするときのB番が街区符号である。
また、街区符号で示されたほとんどの区域については、その位置座標がデータベース（街区レベル位置参照情報）で
提供され、GISで空間的な分析ができるようになっている。ただし、街区符号で示された区域と現実の街区とが一致す
るとは限らない。

情報提供（株）不動産流通研究所「R.E.words」
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街区（GIS）
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街区境界調査について

２．境界とは？

• 土地の境い目で登記により公示されているものを「筆界」といい、筆界も含め土地の境い目全般を「境界」と言う。
従って、この２つの意味は異なる。

• 筆界＝登記により公示されている土地の境い目を表す。（「登記された境界」とは、不動産登記法制定前の、明治時
代の地租改正条例制定時の原始筆界から登記簿が出来る以前の分筆のことまでも含む。）

• 境界＝土地の境い目全般を表す。

• つまり、「筆界は登記された境界（公法上の境界）」

• 境界は「筆界」を意味するだけでなく、「所有権界」を意味する場合もあります。
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都市部での地籍調査の課題

都市部では、土地が細分化され、権利関係も複雑であるなどの事情により、地籍調査の実施において境界の確認等に多
くの手間を要することが多く、その進捗が遅れているところです。一方、都市部におけるまちづくりや再開発は道路や
水路等の長狭物に囲まれた街区を単位に進められていることが多く、また、災害時の応急活動には道路等のライフライン
の早期復旧が特に重要となることから、道路等で囲まれた境界（街区境界）だけでも明らかになっていれば、まちづくり
や災害からの迅速な復旧・復興等に役立つことが見込まれます。さらに、民間が街区境界調査の成果と整合した地積測量
図を作成することによる情報の蓄積が期待されます。このような背景から、令和２年に国土調査法（昭和26年法律第180
号。以下「法」という。）及び関係法令が改正され、地籍調査を効率的に行うために必要があると認められる場合に先行
的に実施できる調査として、街区境界調査が法第21条の２に位置づけられました。

情報提供:国土交通省「街区境界調査の手引」
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都市部での地籍調査の課題（六本木ヒルズの開発事例）①

・六本木ヒルズは昭和61年の地元への呼びかけ開始から、17年
後の平成15年に完成を迎えた。その間、土地の境界確定作業に4
年を要した。

・都市部における土地の問題は所有者不明より境界不明にある。
それは地籍調査が進んでいないことによる。

・再開発事業の場合、土地調書、物件調書を作成し、それに基
づいて権利変換の手続きを行う。土地調書作成のためには実測
測量図の作成が不可欠である。地籍調査がなされていない土地
の状況を調べるには、まず、公図と住宅地図や現地の状況を突
き合わせるところから始めなければならない。公図は法務局で
管理されている戦前の土地台帳付属地図で、中には明治時代の
地租改正時に描かれたものがベースになっているものもある。
長期にわたって手書きで転写が繰り返されてきたこともあり、
現地の寸法を正確に反映しているとは限らない。六本木ヒルズ
の対象エリアの土地は公図6枚にまたがっており、それらを貼り
合わせて現況の住宅地図と比較すると、いろいろな問題が浮か
び上がってきた。公図上に現況にはない道路の曲がりや水路が
あったり、意味不明の線があったり、現況ではつながっている
道路が公図上ではつながっていなかったり、中には隣同士で地
番が逆転している例まであった。

情報提供:東京財団政策研究所「地籍調査と境界不明問題－－六本木ヒルズの開発事例から」
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都市部での地籍調査の課題（六本木ヒルズの開発事例）②

・開発前の土地、建物などの財産の状況をきちんと調べ
て、すべての土地の所有者から土地境界の確認をとる必
要がある。

・民々同士の隣接地の境界確定は、さまざまな思惑と思
いが重なり、簡単には進まない。

・一方、道路や公園等の公共用地と民間私有地の境界確
定、つまり官民境界確定も必要で、それにも多くの時間
を要する。六本木ヒルズ開発の際の境界画定作業4年の
うち、官民境界確定には3年を費やした。

・民間からの申請方式であり、協議先の官庁は大蔵省
（当時）関東財務局、東京都財務局、東京都建設局、東
京都管財担当課、港区道路担当課、港区管財担当課等多
岐にわたる。

・役所への申請から確定まで数カ月の時間を要した。

情報提供:東京財団政策研究所「地籍調査と境界不明問題－－六本木ヒルズの開発事例から」
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都市部での地籍調査の課題（六本木ヒルズの開発事例）③

・これらの問題を解決していくにあたり、有効なのは、もちろん地籍調査を進めることである。

・地籍調査がなされていなければ、土地の測量、民々あるいは官民の立ち会い、官庁への申請、境界確定などに要する
コストは再開発事業を実施する民間側が負担しなければならない。

・六本木ヒルズの場合、境界確定におよそ2億円かかった。

・地籍調査が完了していれば、こうしたコストをかけずにすむ。新設道路設計等の公共施設設計の協議も早く開始でき
るし、何より権利者の資産評価を正確な数字に基づいて計算することができる。

情報提供:東京財団政策研究所「地籍調査と境
界不明問題－－六本木ヒルズの開発事例から」
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第７次国土調査十箇年計画での位置づけ

情報提供:国土交通省「街区境界調査の手引」

・地籍調査の円滑かつ迅速な実施を図るため、国土調査促進特別措置法（昭和37年法律第143号）第３条に基づき、令和
２年度を初年度とする第７次国土調査事業十箇年計画（以下、「第７次十箇年計画」という。）が、令和２年５月２６日
に閣議決定されました。

・第７次十箇年計画では、新たな調査手続の活用や地域特性に応じた効率的な調査手法の導入を促進すること等により、
令和１１年度までに全国で15,000㎢の調査面積を実施することを目標として設定しています。

・この目標の実現に向けた効率的な調査手法の一つとして、都市部における事前防災やまちづくりの観点から、道路等
と民地との境界（官民境界）を先行的に調査し、法第１９条第２項の認証を得て公表する街区境界調査が位置づけられて
います。
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官民境界等先行調査と街区境界調査の違い

情報提供:国土交通省「街区境界調査の手引」

・これまで都市部においては、都市再生地籍調査事業の一つとして、官民境界等先行調査（以下「先行調査」という。）が実施
されていました。

・先行調査は、「都市再生地籍調査事業実施要領」の制定について」（平成14年４月１日付け国土国第638号国土交通省土地・水
資源局国土調査課長通知）に従い、官民及び官官境界の一部又は全部の筆界点の調査及び測量を実施するものですが、調査対象
とする筆界点は任意であり、民民境界については原則として調査及び測量対象ではなく、必要と認められる場合に実施可能とさ
れていました。

・また、得られた成果（作成した地籍境界調査票、調査図素図等）についても、後続の地籍調査事業が実施されるまでの間適切
に保管するものとされ、あくまでも先行調査を実施した市区町村等の内部資料という扱いでしかありませんでした。

・それに対し、街区境界調査は、地籍調査を効率的に行うために必要があると認められる場合に先行的に実施できる調査であり
（法第21条の２第１項）、法第21条の２第５項において成果の認証を請求できるものとされ、認証の請求を受けた成果は法第21条
の２第６項において読み替えて準用する法第19条第２項に基づき認証がされるなど、法的な位置づけが明確になりました。

・また、認証された成果（街区境界調査図及び街区境界調査簿）は、法第21条の２第７項に基づき、当該街区境界調査に係る土地
の登記の事務をつかさどる登記所へその写しが送付され、登記簿（表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又
は住所等）の変更又は更正に利用されることになります。

・このように、先行調査と街区境界調査では、その法的な位置づけに加え、成果の扱いが大きく異なることが特徴です。
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街区境界調査の工程管理及び検査内容

Chapter３

Process management and inspection contents of block boundary survey



工程分類

・「地籍調査事業工程管理及び検査規程」（平成14年３月14日付け国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知）
の別表３で定義される街区境界調査の工程分類は表 1の通りです。

・通常の地籍調査と名称が異なるのは、次の４つの工程となります。

☆ＦⅡ－１（一筆地測量） →  ＧＦⅡ－１（街区境界測量）
☆ＦⅡ－２（地籍図原図の作成） →  ＧＦⅡ－２（街区境界調査図原図の作成）
☆Ｇ（地積測定） →  ＧＧ（街区面積測定）
☆Ｈ（地籍図及び地籍簿の整理） →  ＧＨ（街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成）
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工程分類

・また、街区境界調査を実施した場合の、法第６条の4に基づく事業計画等に使用する地籍調査の換算面積率は、表 2の
通りです。
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各工程の概要

●ＧＡ工程（地籍調査事業計画・事務手続）

・通常の地籍調査のＡ工程と同様、街区境界調査の全体計画を作成した上、関係機関との調整を行う必要があります。
法第５条から第７条及び関連法令等に規定される事業計画の策定・公表や、国土調査の実施の公示手続を行います。

●ＧＢ工程（街区調査事業準備）

・ＧＡ工程による計画・事務手続を完了した後、ＧＢ工程では地籍調査のＢ工程と同様の準備手続を行う必要がありま
す。

・実施組織として「地籍調査室」等を設置の上、専任職員を確保し、研修等を行うとともに、地籍調査作業規程準則
（昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。）第７条に基づく作業班の編成などを行います。地籍調査費負担金
交付要綱（昭和33年11月24日付け経企士第130号経済企画事務次官依命通達）等に基づく補助金申請や、外注を行う場
合の外注先の選定も本工程において行うこととなります。これらの準備を経て、準則第２条に基づき、地元説明会の実
施や市町村広報、パンフレットの配布等により、街区境界調査の意義、作業の内容等を一般に周知させ、その実施につ
いて土地の所有者その他の者の協力を得るよう、趣旨の普及に努めることとされています。
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各工程の概要

●ＧＣ工程（地籍図根三角測量）・ＧＤ工程（地籍図根多角測量）・ＧＦⅠ工程（細部図根測量）

・通常の地籍調査のＣ工程（地籍図根三角測量）、Ｄ工程（地籍図根多角測量）及びＦⅠ工程（細部図根測量）と同様
の作業を行うこととなります。

・但し、街区基準点がある場合にはそれらを積極的に使用し、ＧＣ工程、ＧＤ工程を実施済みとして後続の工程に進ん
でいただいて構いません。

・なお、街区境界調査後に実施する地籍調査の際に、本工程で設置した図根点を使用することになりますので、保存に
適した場所に設置することを心がける必要があります。

・なお、上記の通り後続の地籍調査における地籍測量では、街区境界調査で設置した細部図根点等はそのまま使用しま
すが、時間の経過により現地で滅失している場合や、街区の内側の筆界点を測量するために細部図根点等が新たに必要
になった場合には、改めてＣ工程、Ｄ工程及びＦⅠ工程を実施することになります。

・これらに係る費用についても国庫補助金等の対象になります。

30



細部図根点の配置について

・通常の地籍測量を実施する場合、細部図根点等の配置については地籍調査作業規程準則運用基準（平成14年３月14
日付け国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知。以下、「運用基準」という。）別表第16に1㎢当たりの標準
点数が示されていますが、街区境界調査においては、最終的に座標値を求める筆界点は街区境界上にある点のみとな
りますので、同表に記載のある標準点数によらず、筆界点の数や位置等に応じて必要な基準点を配置してください。
また、その場合は、可能な限り放射点の細部図根点が少なくなるよう、現場状況を考慮して選点するようにお願いし
ます。
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街区補助点について

・街区補助点については、運用基準第19条の３第３項の規定により、ＧＦＩ工程以降の測量工程の与点として使用す
ることができます。

●街区基準点とは？

・都市部における地籍調査を推進するため、平成１８年から国土交通省が全国のＤＩＤ（人口集中地域）を対象に実施
した「都市再生街区基本調査」により設置された測量の基準点です。街区基準点は、地籍調査の測量だけでなく、公共
工事や土地分筆等の測量の基準としても活用されています。街区基準点には、街区三角点（約５００ｍ間隔）、街区多
角点（約２００ｍ間隔）があります。このほかに、街区基準点を補完するための節点、補助点があります。街区基準点
を使用して測量された土地は、後の境界標復元が容易になり、災害時にも迅速に復旧することが可能となります。
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道路構造物等への金属標の設置について

・街区境界調査を含む地籍調査で使用する標識（地籍図根三角点、地籍図根多角点及び航測図根点）の規格は運用基準
別表第２で定められていますが、市街地等において表土の露出部分がなくコンクリート杭等の設置が困難な場合には、
標識の規格の特例として金属標の利用が認められています。そのため、街区境界調査時にコンクリート杭等の設置が困
難な場合には、亡失の恐れが少ない道路構造物等への金属標の設置についても検討してください。なお、その際には、
道路管理者等との協議を忘れずに行うよう注意してください。

情報提供:Youtube「境界標の設置風景」:司法書士法人リーガル・フェイス
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ＧＥ工程（一筆地調査）①

・地籍調査のＥ工程（一筆地調査）と同様の作業を行うこととなりますが、以下の点に留意する必要があります。

【調査図素図の作成について】

準則第16条では調査図素図の作成について規定されていますが、街区境界調査における調査図素図の作成方法につ
いて、通常の地籍調査と差異はありません。準則第16条においては、調査を行おうとする単位区域を適当に区分し、
その区分した部分ごとに調査図素図を作成するものとされていることから、調査図素図に記載する地番や地目は、調
査対象の筆のみならず、単位区域内の筆全体を対象として表示することになります。また、街区境界調査では地目の
調査は行いませんが、準則第16条第１項の規定に基づき、調査図素図には登記簿上の地目を表示する必要があります。
なお、境界付近の筆が細かく分かれており、一見して調査対象範囲が分かりにくい場合などには、調査対象である街
区内の土地を明確にするため、街区境界となる筆界の線の太さを変えるなど、同規定の範囲内で表示を分かりやすく
工夫してもかまいません。

【市町村の境界の調査について】

街区境界調査においては、市町村の境界の調査で調査する境界のうち、街区境界と一致する市町村の境界についての
み、準則第22条の規定に従い調査を行うことになります。なお、市町村の境界を形成する筆界点が街区境界にある場
合は、その筆界点も確認することになります。
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ＧＥ工程（一筆地調査）②

街区境界調査では、以下の調査等は行いません。

（１）地目の調査（法第21条の２第１項）
（２）分割があったものとしての調査(準則第24条) 
（３）合併があったものとしての調査(準則第25条)
（４）一部合併があったものとしての調査(準則第26条) 
（５）代位登記の申請(準則第27条) 
（６）地番が明らかでない場合等の処理(準則第31条) 
（７）分割があったものとして調査する場合の処理(準則第32条) 
（８）合併があったものとして調査する場合の処理(準則第33条) 
（９）新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合の処理(準則第34条) 
（10）滅失した土地等がある場合の処理(準則第35条)
（11）地番の変更を必要とし又は適当とする場合の処理(準則第36条) 

※（２）～（11）について、準則第36条の２の規定に基づく

変更・更生の登記はできる！！
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ＧＥ工程（一筆地調査）③

・【街区境界調査票の作成について】

「街区境界調査票作成要領について（通知）」（令和３年３月31日付け国不籍第583号国土交通省不動産・建設経済局
地籍整備課長通知）に基づき作成します。

・【現地調査において確認する筆界点について】

街区境界調査は、地籍調査を効率的に行うために必要があると認められる場合に先行的に実施できる調査であること
から、街区境界を構成する筆について、街区境界に面した筆界点を確認する必要があります。なお、筆界表示杭につ
いては、準則第21条第１項で規定されているとおり、実施主体において必要であると認める場合に設置することとな
ります。

・【図面等調査及び土地所有者等の所在が明らかでない場合の調査について】

街区境界調査においても、準則第23条の２（筆界案の確認については準則第30条第２項）、第30条第３項及び同条第
４項に基づく調査は適用することが可能です。この場合、作成すべき筆界案は、一筆の土地の全ての筆界を表示した
ものではなく、街区境界調査において調査すべき筆界を表示したものとなります。
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ＧＦⅡ－１工程（街区境界測量）

・測量作業や工程管理、検査は通常の地籍調査と同様に行います。

【辺長点検について】

ＧＦⅡ－13 工程で、抽出された筆界点に関係する辺の全てにおいて辺長点検を行います。但し、あくまでも調査を実
施した隣の筆界点との辺を点検すればよく、街区の角から角までのような長大な辺で点検する必要はありません。
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・作業と工程管理、検査は通常の地籍調査と同様に行います。

【街区境界未定の扱いについて】

街区境界未定となった筆界点については、境界標の座標を確認できないため、通常の地籍調査時の処理と同様、筆界
点番号は付与せず、図上に記載する必要もありません。

【辺長検査について】

ＧＦⅡ－24、25 工程で、抽出された筆界点から関係する辺の全てにおいて辺長検査を行います。これもＧＦⅡ－13 
工程と同様に、あくまでも調査を実施した隣の筆界点との辺を検査すればよく、街区の角から角までのような長大な
辺で検査する必要はありません。

ＧＦⅡ－２工程（街区境界調査図原図の作成）
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ＧＧ工程（街区面積測定）

・通常の地籍調査のＧ工程（地積測定）と同様の工程を進めることになりますが、筆界点が確定しなかった街区につ
いては面積を計算する必要はありません。

【街区境界未定の扱いについて】

調査地区内に、街区境界未定のために面積の計算が出来なかった街区があった場合、工程管理の記録簿には、面積測
定ができた数量を所定の欄に、面積測定ができなかった数量を備考欄に、それぞれ記載してください。
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ＧＨ工程（街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成）

・通常の地籍調査のＨ工程（地籍図及び地籍簿の作成）と同様の工程を進めることとなりますが、以下の点に留意する必要があります。

【街区境界調査図の作成について】

街区境界調査では、街区境界調査成果の一つとして「街区境界調査図」を作成することとされています。国土調査法施行規則（平成22年国土交通省令第50
号）第２条第１号に定める別記様式第一（※地籍図と同一様式）により、国土調査法施行令（昭和27年政令第59号。以下、「令」という。））第２条、準則
第40条、第41条及び第６章や、運用基準第６章の規定等のほか、「街区境界調査図及び街区境界調査簿作成要領について」（令和３年３月31日付け国不籍第
582号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知。以下、「街区境界調査図簿作成要領」という。）に基づき作成することとなります。作成した街区
境界調査図は、成果としての認証後、当該街区境界調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所へその写しを送付する必要があります。

【街区境界調査簿の作成について】

街区境界調査では、もう一つの成果として、「街区境界調査簿」を作成することとされています（図 4）。国土調査法施行規則第２条第５号に定める別記様
式第五により、令第２条、準則第６章や運用基準第６章の規定等のほか、街区境界調査図簿作成要領に基づき作成することとなります。街区外土地である長
狭物内の土地や、街区外土地と接していない街区内土地は街区境界調査票の作成対象外であり、街区境界調査簿にも記載されません。作成した街区境界調査
簿は、成果としての認証後、街区境界調査図とともに当該街区境界調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所へその写しを送付する必要があります。

【閲覧について】

街区境界調査成果の案として街区境界調査図原図及び街区境界調査簿案を閲覧対象とするほかは、通常の地籍調査と同様、法第21条の２第３項及び第４項
の規定において読み替えて準用する法第17条の規定により、20日間の閲覧手続を行います。法第17条第２項の規定に基づき、誤り等がある旨を申し出る者が
あった場合は、国土調査事業事務取扱要領（昭和47年５月１日付け経企土第28 号経済企画庁総合開発局長通達）第８及び第９の規定に基づき処理を行うこ
ととなります。閲覧手続が終了した街区境界調査図原図及び街区境界調査簿案は、準則89条の２の規定に基づき、それぞれが街区境界調査の成果としての街
区境界調査図及び街区境界調査簿となります。
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現況測量・復元測量①

・街区境界調査では、現地に境界標が存在しない等の事情がある場合には、必要に応じ、現地復元性を有する地積測
量図その他の筆界に関する情報に基づき、その筆界の位置を現地に復元すること（復元測量）ができるとされていま
す（運用基準第15条の２第４項）。この項目は、令和３年３月30日の運用基準改正により新設されたものです。その
他の筆界に関する情報には、法第23条第3項、法第23条の５及び法第32条の３の規定により提供を求めた情報も含ま
れます。復元測量は、地積測量図その他の筆界に関する情報に記載された筆界点或いは引照点等の座標について、地
震補正等の維持管理がされており、かつ現地と整合しているかを検討した上で実施します。また、復元測量で用いる
筆界点の座標値は、以下のいずれかの方法で得るものとします。

①地積測量図等の客観的資料に記載された筆界点の座標値が日本測地系2011（JGD2011）に基づく座標の場合は、そ
の座標値を用いる。

②地積測量図等の客観的資料に記載された筆界点の座標値が、旧日本測地系又は日本測地系2000（JGD2000）の座標
値の場合には、国土地理院が提供するパラメータ等を用いて、日本測地系2011（JGD2011）に座標変換の上、地殻変
動補正等の座標補正を行った座標値を用いる。

③地積測量図等の客観的資料に記載された座標値が任意座標の場合（図上読定で求めた任意座標を含む。）は、標識
等が現地に存在する既存の筆界点、分筆測量で設置した引照点等の座標値を用いて、座標変換（ヘルマート変換等）
や交点計算等により、日本測地系2011（JGD2011）に座標変換を行った座標値を用いる。
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参考：日本の測地系

日本においては、ローカル測地系である日本測地系が明治時代から 2002 年 3 月まで採用されていましたが、測量法の改正
により 2002 年 4 月から世界測地系である日本測地系 2000 に移行しました。

日本測地系 2000 では、準拠楕円体として GRS 80（Geodetic Reference System 1980：測地基準系1980）、 地心直交座
標系として ITRF 1994（International Terrestrial Reference Frame：国際地球基準座標系）を採用しています。その後、
2011 年の東日本大震災による地殻変動にともない、2011 年 10 月に日本測地系 2011 に移行しました。
これら日本で採用されてきた測地系以外でよく使用される測地系として WGS 84があります。WGS 84は、米国で採用され
ている世界測地系でGPS の運用に使用されています。ここまで紹介した測地系をまとめたのが以下の表です。

情報提供:ESRIジャパン「GIS基礎解説」
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現況測量・復元測量②

・復元した筆界については、準則第21条の規定に従い、必要があると認める場合は筆界標示杭を設置してください。
ただし、現地に境界標が存在し、地積測量図との寸法誤差が令別表第４における公差の範囲内の場合には、既存の境
界標を使用することも可能です。この場合、測量し座標を付与する位置は、当該境界標の位置となります。また、隣
接する所有者同士の境界認識位置が異なるなど、現地調査時に境界標の位置に問題があることが判明した場合には、
必要性を考慮した上で正しい位置に設置し直してください。街区境界調査を民間事業者等に外注する際には、業務内
容に復元測量を含めることも可能です。その場合には、業務仕様書に復元測量の実施を明記するなどにより業務契約
上の位置づけを明確にするとともに、当該作業の経費を適切に計上してください。この場合、復元測量に係る経費に
ついても国庫補助金等の対象となります。
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参考事例

Question

①街区境界調査における街区設定につい
て、街区割りは官地の道路で分けるだけ
ではなく、極端に幅の狭い水路、公図に
は存在するが現存しない水路等によって
も街区を分ける必要がありますか？

②ＦⅠ工程について、送付した図の通り
街区基準点が設置されているが、Ｄ工程
実施済みとして扱って良いか？Ｃ、Ｄ省
略のＦⅠ工程とするべきか？
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まとめ及び質疑応答

Chapter４

Summary and Q&A



Q1

Q1.首都圏（1都3県）では、街区境界調査を実施する市区町村が急速に増えていますが、要因としてどのようなことが考
えられますか。

A1.都市部において、仮に一筆地調査を行った際に下図のように所有者不明土地が存在した場合、隣接を含む７筆が筆界
未定地となる。仮にもう１筆所有者不明土地が存在すればその場所によっては全域筆界未定地となる。地価も高く、利害
関係も複雑で、所有者の意識も高い都市部において一筆地調査に拘ることは現実的に難しい。高齢化・相続の義務化・災
害復興の緊急性などを考慮すると、下記の「地籍調査の効果」９項目すべてに拘るよりも「５．各種公共事業の効率化・
コスト削減、６．公共物管理の適正化、７．災害復旧の迅速化」の急を要するいくつかの効果に目的を絞るのも効果的で
はないかと思われる。

所
有
者

不
明

地籍調査の効果
１．土地境界をめぐるトラブルの未然防止
２．登記手続きの簡素化・費用縮減
３．土地の有効活用の促進
４．建築物の敷地に係る規制の適用の明確化
５．各種公共事業の効率化・コスト削減
６．公共物管理の適正化
７．災害復旧の迅速化
８．課税の適正化・公平化
９．GISによる多方面での利活用

※国土交通省「地籍調査はなぜ必要か」より

先行して街区境界調査を行う利点
１．公共物によって囲まれた街区の正確な面積が作成できる。

（再開発事業等で従前土地面積を確定する場合や、災害復興で民有地を区画整理
する場合に面積按分等で土地面積を振り分ける等）

２．災害復旧時に、公共施設の位置を復元できること。

（災害復旧過程における区画再編のための道路拡幅等の用地買収事業にも着手し
やすくなる。）

３．所有者不明土地（空き家等含む）問題の解決の契機となる。
（行政として所有者不明土地を把握する絶好の機会となる。公権力を使える。）
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Q２

Q2.国土交通省の効果事例集を見ますと、街区境界調査（旧官民境界等先行調査）については「行政事務効率化、GISとの
連携関連」の事例に偏っています。「防災対策」や「まちづくり」等に活用が期待されることがありましたらご教示願い
ます。

A２.A1と一部重複。行政として「街区境界調査」を行う目的やビジョンの明確化が必要であり、良し悪しは別として「道
路台帳整備を目的」「基準点管理を目的」「駅前等の再開発を目的」等を目的としている市町村は多数ある。災害から国
民の生命・財産を守ることは、行政にとって最重要課題であるのは間違いないが、過去の大規模災害において、被災地の
土地の境界や権利関係がはっきりしないため、復興に支障を来した事例は枚挙にいとまがない。「南海トラフ地震」で震
度６強が想定される地域や河川の浸水想定区域等復旧事業の早期化のために優先的に「街区境界調査」を行う必要がある
のでないでしょうか。（道路台帳あり⇆なしであればなしを優先して調査実施等、他部署とも連携が必要）

地籍調査の効果
１．土地境界をめぐるトラブルの未然防止
２．登記手続きの簡素化・費用縮減
３．土地の有効活用の促進
４．建築物の敷地に係る規制の適用の明確化
５．各種公共事業の効率化・コスト削減
６．公共物管理の適正化
７．災害復旧の迅速化
８．課税の適正化・公平化
９．GISによる多方面での利活用

※国土交通省「地籍調査はなぜ必要か」より

先行して街区境界調査を行う利点
１．公共物によって囲まれた街区の正確な面積が作成できる。

（再開発事業等で従前土地面積を確定する場合や、災害復興で民有地を区画整
理する場合に面積按分等で土地面積を振り分ける等）

２．災害復旧時に、公共施設の位置を復元できること。

（災害復旧過程における区画再編のための道路拡幅等の用地買収事業にも着手
しやすくなる。）

３．所有者不明土地（空き家等含む）問題の解決の契機となる。
（行政として所有者不明土地を把握する絶好の機会となる）
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Q3.Q4

Q3.街区境界調査は、地籍調査を効率的に行うために必要があると認める場合に先行的に実施できる調査
（法第21条の２第１項）、とされていますが、街区境界調査に適している、区画や地形、及び所有者等の
条件がありましたらご教示願います。 （例）旗竿地など入り組んだ区画が多い

Q4.街区境界調査に適していない（通常の調査の方が良い）、区画や地形、及び所有者等の条件がありまし
たらご教示願います （例）宅地造成された住宅地

A3.A4.本来であれば通常の地籍調査を行うのが理想であるが、都市部では土地の細分化や権利関係の複雑化から境界の確
認に多くの手間を要することが多く、代替案として「街区境界調査」を実施するのではないか？その考えからいくと、調
査区域の適・不適の考え方はあまり好ましくないように思われる。先ほど述べたように「道路台帳平面図」が作成されて
おり、「境界確定協議」が完了していれば資料として「道路台帳平面図」をもとに現地の測量・調査を行うことができる
ため「街区境界調査」はやりやすいといえるし、「宅地造成された住宅地」で「最低敷地面積の制限」がされている場合、
「街区境界調査」で作成した街区境界が原因で後のトラブルを招く可能性は想定される。

２００㎡

※制限１００㎡の場合

１９８㎡

※街区境界を先に決めたため、民民界を決めた際に面積が減少し、分割できなくなる。
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Q5

Q5.「街区境界に面した筆界点は、街区の内側にある民民の筆界点（下図の赤丸）もある程度確認しなけれ
ば決められない」といった意見があります。実施中の市町は、実際のところ、どのように調査を進めている
のでしょうか。

A5.A3.A4と一部重複。それ以外にも「調査範囲に国道や県道等が接している場合、境界確認のために道路管理者から道路
の対向側を含めた境界確定協議を求められる場合があるが、街区境界調査でもそこまでの作業が必要となるのか。」等
の問題も考えられる。公式の回答としては「街区境界調査において調査すべき対象は街区を構成する街区境界となります
ので、道路の対向側については街区境界調査の内容に含まれません。」となっているが、現実的には通常の一筆地調査
でも道路の対抗側も事前に調査・測量をしておくことは一般的に行われているし、先ほど述べた理由からもわかるように
街区面積とその街区に含まれる民地の面積を把握しておくのは必要ではないかと思われる。

復元検討図（素図）の作成が大切
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Q6

Q6.後続工程は、街区境界調査後どのくらいの期間を空けて着手するのが良いのでしょうか。

A６．「街区境界調査」を行い、民間が公的な街区境界成果と整合した成果「一筆地調査に活用する民間測量成果（地積
測量図等）」が揃うのを待つのであればそれなりの時間が必要と言える。但し、せっかく整備した基準点等を簡単に亡失
することのないように「基準点管理規定」等を作成し、基準点等の保存に努めるのが望ましいのではないか。

参考：門真市 WebGIS地域マップ情報（公共基準点）
https://webgis.alandis.jp/kadoma27/webgis/menu/menu_main00.html
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Q7

Q7.「地図混乱」といわれる地域においても、街区境界調査は実施可能でしょうか。

Q７．公図混乱地域における地図訂正には個人だけでは多額の費用がかかるため、解消の方法として、現実的には次の3
つが考えられます。

①法務局による14条地図作成作業による是正方法（法務局が実施）

②国土調査法に基づく地籍調査による是正方法（市町村が実施）

③利害関係者全員の合意に基づく地図訂正（集団和解方式）による方法（民間が実施）

・地図混乱地域は公図と現地が乖離しており、地図訂正が必要となります。通常の地籍調査は可能でありますが、街区境
界調査を行うことは難しいと言えます。
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Q8

Q8.街区境界調査は「都市部の調査」とされています。平成20年代に都市部官民境界基本調査が行われた、
農地と宅地が混在するような農村地域は、街区境界調査を実施できるのでしょうか
A８．実施可能です。

「都市部官民境界調査」とは平成２２年度から国が経費を全額負担して、官民境界に関する基礎的な情報整備として、必要な測量作業を実
施して、図面等にまとめた調査です。市街地を対象として以下の作業を実施しています。

•現地の塀や境界標、マンホールや電柱といった官民境界に関する現況を測量し、地図に表示します。(現況測量)

•登記所に備え付けられている公図や、地積測量図、道路台帳附図等が示す官民境界を地図に表示します。また必要に応じて地図が示す境
界の位置を現地に復元(鋲やペンキ等でその位置を表示)します。(復元測量)

これらの測量成果については調査実施地区の市町村に送付されています。
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Q9

Q9.民間事業者等が実施する測量等に活用するため、調査の成果はホームページ等で公開するように努める
こと、となっていますが、先行して実施している市区町村では、活用されているのでしょうか。事例がある
ならばご紹介願います。

A9.市町村事例

①埼玉県川口市 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01120/020/kawaguchishichisekityousagiyou/seikakoukai/41348.html

②京都府舞鶴市 https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000012251.html
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Q10

54

Q10.街区境界調査を実施した後に、道路拡幅事業が行われた場合、街区線が変わることから成果の公開停止
等の措置を取るのでしょうか。また、区画整理事業が行われた、街区境界調査の成果は活用できないものと
なるのでしょうか。

A10.最初の問いについて、街区境界調査が終わって、認証後登記所に送付されると、効力が発生しますので、
その後の筆の異動や分割及び合併等あれば、それは一筆地測量(地積測量図)の取り扱いなので公開停止の措
置は不要と思われます。

「区画整理事業が行われた街区境界調査の成果は・・・」とありますが、一般的には区画整理事業は19条5
項の指定を受けているので、街区境界調査はやらないと思います。また、法認可を受けていないのであれば、
成果は活用できますが「参考」程度で考えたほうが良いかもしれません。



Q11

55

Q11.認証後に誤りが判明した場合、地籍調査と同様に処理をするのでしょうか。

A11.同様に処理を行います。

【法務局における各成果の取り扱い】

【地籍簿及び街区境界調査簿】

成果の写しの送付を受けた管轄登記所において、それぞれ、国土調査法による不動産登記に関する政令（昭和３２年

政令第130号）第１条又は第２条に基づき、登記官が処理を行います。

【地籍図及び街区境界調査図】

成果の写しの送付を受けた管轄登記所において、地籍図については不動産登記規則（平成17年法務省令第18号）第10条
第５項の規定に基づき、地図として備え付けられます。一方、街区境界調査図については同様の規定がないため、送付を
受けた管轄登記所では、街区境界調査簿の写しとともに適宜保管されることとなります。



ご清聴、ありがとうございました。
Thank you for listening

荒木 昭博
AKIHIRO ARAKI
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